令和9年度舞台芸術活動支援事業　募集要項

令和9年度舞台芸術活動支援事業の活動団体を募集いたします。
刈谷市総合文化センターは、日頃から舞台芸術に取り組まれている市民の皆さまの活動を支援いたします。
皆さまからのたくさんのご応募をお待ちしております。

※本事業は刈谷市の舞台芸術の振興を目的としています。

支援対象活動
以下の項目すべてに当てはまる活動
・令和9年4月1日(木)～令和10年3月31日(金)までの間に総合文化センター小ホールで
実施する事業（新規公演に限る）
・刈谷市の文化振興に貢献する文化芸術事業・入場料を設定する事業
・応募団体が自ら企画・運営する事業

 ※但し、次の項目に該当する事業は公募の対象としない
・毎年行うような定例的な公演（特別企画を実施する場合は対象になる場合あり）
・政治、宗教または営利・宣伝を目的とした公演
・当支援がなくても十分に事業ができると思われる公演
・入場者が限定され、一般の方の参加・鑑賞の機会が認められないもの
・入場料を設定しない無料公演




募集対象
以下のいずれかに当てはまる団体を対象とします
・代表者が刈谷市内に在住・在勤・在学である
もしくは安城市、知立市、碧南市、高浜市、東浦町に在住している
・活動の拠点が刈谷市内である
※公演準備や当日に至るまでの報告・協議等ができる運営体制を持つことが条件


支援内容
１）会場費・付帯設備費免除
　　仕込み・リハーサル1日+公演日1日=計2日間の会場費(小ホール・楽屋)及び備品使用料
の免除
　　※上限は30万円
２）公演の制作と実施に関わるアドバイス
３）総合文化センター窓口でのチケット販売
４）広報協力
【総合文化センター】
　　・センターホームページへの公演情報掲載
　　・センター情報誌「Irism（アイリズム）」への公演情報掲載
　　・センター内でのポスター・チラシ設置
　　・市内公共施設等へのチラシ発送
　　
【刈谷市・刈谷市教育委員会】
・後援名義使用の許可
・市民だよりへの掲載
　　・生涯学習課所管施設へのポスター・チラシの設置


審査項目
・事業の内容について：魅力度、市民の参加しやすさ、独創性、芸術性、中立・公正性
・運営組織に関する視点：実現性、主体性、発展・継続性
・刈谷市の文化振興としての視点：特色性、育成度、啓発度、話題性



その他
１）チラシ等印刷物に関して
チラシ等印刷物を作成する場合、以下の表記が必須となります
「令和8年度　刈谷市総合文化センター舞台芸術活動支援事業」
「協力：刈谷市・刈谷市教育委員会・刈谷市総合文化センター（指定管理者：トールツリーグループ）」

２）このプロジェクトに関する質問について
よくある質問内容は別紙をご確認ください

・審査に関わる内容等、質問によってはお答えできない場合もございます
・審査結果に関するお問い合わせは一切お答えできませんので、ご了承ください


応募に関して
■スケジュール
応募締切：令和8年7月27日(月)23：59まで
選考合否通知：令和8年8月下旬(予定)
事業実施：令和9年4月1日(木)～令和10年3月31日(金)の間の希望日
事業完了報告書提出：事業完了後1か月以内

■応募方法
申込書を以下のいずれかの方法で総合文化センターにご提出ください
※申込書はセンター1階総合案内で配布・センターホームページよりダウンロードできます①ご来館　　1階総合案内へお持ちください
②FAX　　　0566-21-7440
③郵送　　　〒448-0858 愛知県刈谷市若松町2-104　
　　　　　　刈谷市総合文化センター 舞台芸術活動支援事業担当 宛
　　　　　　※7月27日（月）必着
※結果は8月下旬までに採用の有無を問わずご連絡いたします

■必要資料
①申込書(様式1～3)
1～3の用紙に必要事項を漏れなく記入しご提出ください
②公演の内容が分かる資料（映像または音源）の提出について
後日、申込書にご記入いただいたメールアドレスに担当者からご連絡いたします


よくある質問
■応募に関して
・過去実績がなくても申し込んでよいですか？
→問題ありません。
 
・個人、または学生でも申し込んでよいですか？
→問題ありません。但し、公演準備や当日に至るまでの報告・協議等ができる運営体制が持てることを条件とします。
 
・ジャンル指定はありますか？
→舞台芸術であればジャンルは問いません。
 
・仕込み・リハーサル1日+公演日1日以外に追加でホールを利用したいのですが。
→利用可能ですが、その分の会場費は別途お支払い頂きます。追加日程分の優先予約は可能です。
 
・誰が審査しますか？
→当センター職員、刈谷市総合文化センター文化振興事業 評議会のメンバー他を予定しております。
 


■公演に関して
・関係者（出演者の家族など）で満席になることが予想されるのですが。
→入場者が限定され、一般の方の参加・鑑賞の機会が認められないものは公募の対象外としております。一般の方向けにも販売するようお願いいたします。
 
・1日に複数公演実施できますか？
→可能です。採用後にご相談ください。
 
・具体的にどの備品を貸し出してもらえますか？
→当館にあるものはご利用いただけます。下記ページをご参考ください。
　https://www.kariya-bunka.jp/guide/price_option/
　こちら以外に必要なものはお持ち込みください。照明などの専門的な機材については、業者を紹介させていただくことも可能です。
 
・チラシやポスターは必ず必要ですか？
→刈谷市の事業として、多くの市民の方々に楽しんでいただくため、広報活動は行っていただきたいと考えております。


 応募・お問い合わせ
〒448-0858 愛知県刈谷市若松町2-104
刈谷市総合文化センター 舞台芸術活動支援事業担当
電話：0566-21-7430
